
１ 学校給食費の増額改定について 

令和 8 年度学校給食費につきましては、物価上昇による給食用食材価格の高騰に対応するため、１

食あたり小学校は 330 円から 360 円（30 円増）、中学校は 390 円から 427 円（37 円増）に改

定します。 

 

 

２ 小学校の学校給食費無償化について 

給食費は増額改定しますが、国・県から市へ交付される「給食費負担軽減交付金」を充当し、さら

に交付金で足りない分は市が負担することで無償化します。 

 

 

３ 中学校の学校給食費据え置きについて 

中学校の保護者様の負担額は昨年度と変わりません。 

昨今の物価高騰は、保護者様の生活に大きな影響を与え続けていることから、市では公費により保

護者様にご負担いただく分の給食費を据え置く取組みを行っており、今年度も昨年に引き続いて実施

いたします。 

 

 

小学校（保護者負担はありません） 

１年１人あたり 

給食費 国・県負担 市負担 

72,000 円 57,200 円 14,800 円 

 

 

 

中学校（昨年度と同様に保護者負担をお願いします） 

１年１人あたり 

給食費 保護者負担 公費負担 

84,973 円 65,670 円 19,303 円 

 

 

 

 

裏面へ続く 

 

 

 

 

 

 

 

  

保護者様へ  

～ 令和 8 年度 学校給食費に関するお知らせ ～ 



４ 口座振替について 

  令和８年度は、次の日程で口座振替を行います。 

期 別 振替日 
期別給食費振替額 

再振替日 
中学校 

第 1 期 令和８年６月 １日（月） 7,170 円 ６月 16 日 

第２期        ６月 30 日（火） 6,500 円 ７月 15 日 

第３期        ７月 31 日（金） 6,500 円 ８月 18 日 

第４期        ８月 31 日（月） 6,500 円 ９月 15 日 

第５期        ９月 30 日（水） 6,500 円 10 月 16 日 

第６期 11 月 2 日（月） 6,500 円 11 月 18 日 

第７期        11 月 30 日（月） 6,500 円 12 月 15 日 

第８期 12 月 25 日（金） 6,500 円 １月 18 日 

第９期 令和９年２月 １日（月） 6,500 円 ２月 17 日 

第 10 期 ３月 １日（月） 6,500 円 ３月 16 日 

 年間給食費 65,670 円  

・口座振替は年 10 回です。 

・１期当たりの口座振替額は次のとおりです。年間給食費÷10 期（百円未満の端数は第 1

期分へ加算） 

・振替不能の場合は、振替日の翌日から 11 営業日後に再振替を行います。 

５ 学校給食費の精算について 

   次に該当する場合は、学校給食費を精算できる場合があります。届出に期限がありま

すので、お早めに学校へ申し出てください。 

・食物アレルギーや疾病等の理由で、牛乳を飲用できない場合 

・入院等で４日以上連続して欠食する場合 

精算できる場合は、「学校給食費精算額決定通知書」でお知らせのうえ、第 10 期分で

振替額を調整します。 

なお、学校行事による欠食は、給食センターが該当日数を調査し、第 10 期分の口座振

替日前に保護者様へ精算内容を通知します。 

【問い合わせ先】 

穂高南小学校、穂高北小学校、穂高西小学校、穂高東中学校、穂高西中学校 

北部学校給食センター 安曇野市穂高 9747 電話 82-2657 fax82-2665 

堀金小学校、堀金中学校 

堀金学校給食センター 安曇野市堀金烏川 3000 電話 72-2328  fax 72-2538 

豊科北小学校、豊科東小学校、豊科北中学校、明南小学校、明北小学校、明科中学校 

中部学校給食センター 安曇野市豊科南穂高 2661-1 電話 72-2674 fax 72-1466 

豊科南小学校、豊科南中学校、三郷小学校、三郷中学校 

南部学校給食センター 安曇野市三郷明盛 84-2 電話 77-5823 fax 77-5820 

 


